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○森主査 それでは、定刻となりましたので、第３回の徴収分科会を始めさせていただきます。 

 本日は、ＮＨＫ受信料収納業務、国民年金保険料の徴収業務、公営住宅の滞納家賃の徴収業務に

つきまして、それぞれＮＨＫさん、厚生労働省さん、国土交通省さんからのヒアリングを実施させ

ていただきます。 

 なお、本日は所用によりまして、本田委員が欠席されております。御了解いただきたいと思いま

す。 

 それでは、ＮＨＫの方からお願いを申し上げます。まず、ＮＨＫからは受信料徴収業務につきま

してお伺いしたいと思います。また、ＮＨＫ平成 19年度収支予算等を国会に提出するに当たり総務

大臣意見が付されていますので、総務省情報通信政策局放送政策課長の吉田様にも同席をいただい

ております。 

 それでは、ＮＨＫ営業局の西田局長様からよろしくお願いします。なお、時間も限られておりま

すので、御説明につきましては 10分ということでまとめてお願いしたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。 

○ＮＨＫ（西田局長） ＮＨＫ営業局の西田でございます。どうそよろしくお願いいたします。 

 お手元に資料を用意させていただきましたので、それに基づいてポイントだけ説明させていただ

きたいと思います。 

 まず、ＮＨＫの受信料の徴収に関する業務、制度・業務の現状ということでございますけれども、

３ページにございますように、収納業務の目的・概要という部分でございます。目的自体は公共放

送の事業運営財源である受信料を収納するという業務になります。公共放送それ自体は放送法第７

条に目的がございますし、業務としては第９条に規定がございます。そういった業務を進めていく

ための事業運営財源を集めるというのが収納業務の目的でございます。 

 その受信料収入でございますが、右に円グラフがございまして、平成 19年度予算でございますけ

れども、事業収入 6,348億円のうちの 97％、6,130億円でございます。 

 受信料収納業務の概要でございますが、ＮＨＫの放送を受信できる受信設備を設置した方には、

まず契約をいただくという義務がございます。それから、契約に基づいて口座振替、訪問集金等の

収納方法によって受信料をお支払いいただく、これを収納するという業務がございます。いずれに

しましても、関係法規については放送法第 32条に契約締結義務というのが第１項に規定されており

ます。それから、放送法第 32条の第３項には、総務大臣の認可を得て契約の条項を定めるという条

文がございます。これに基づいて定めたのが日本放送協会放送受信規約でございまして、この第５

条に支払い義務が明定されているという形でございます。 

 受信料の体系でございますけれども、受信料額自体は、放送法第 37条にございますように、国会

が毎年度ＮＨＫの収支予算を承認するという形で額を決めることになっております。 

 それから、別途配付しておりますが、お手元のリーフレットにありますように、受信規約で受信

料の体系あるいは契約の種別、支払い方法のようなものを定めております。具体的にはそれをごら

んいただければと思います。 

 ４ページに、受信料収納業務のフロー、いろいろな課題を書いております。中ほどにフロー図が



 - 4 - 

ありますけれども、まず契約を結ばなければいけないということで、契約の対象になる方を発見し

て面接して契約をお願いする、説得するというような流れになります。契約をしていただいた上で

受信料を請求し、それを収納するという繰り返しをしているわけでございますけれども、発見や面

接という業務の中身については全戸点検ということがございます。ＮＨＫの場合には、例えば、住

民基本台帳ネットワーク等から転入された方の情報を得ることはできない、あるいは受信機を電器

店で購入された、そういう情報を得ることはできない、ＢＢＣ等ではそういうことができるようで

ございますけれども、ＮＨＫの場合には自前でそういう把握活動をしなければなりません。そのた

め、全戸点検、契約台帳に契約のない方を一軒一軒訪問して契約をお願いする、あるいは転入され

てきた方であるのかどうかを確認して契約をお願いするというようなことをやっております。そう

いう過程で発見できない、面接できないという方については未契約になりますし、お会いできてい

ろいろお話をするのですけれども、受信料制度への理解をいただけないという方については未契約

状態のままになっているというのがございます。 

 契約をいただくと、今度は受信料の請求をするわけでございますけれども、支払い方法は口座や

クレジット、それから、定期的に振替用紙をお送りするといったような支払い方法がございます。

これについて、例えば口座解約等で収納できないという場合については一旦、こちらからお伺いし

て現金で収納するという訪問集金に戻します。それで面接できず、あるいは理解を得られず、収納

できないというものについては、その後継続して文書・訪問による対策をするわけですが、どうし

ても面接できないあるいは理解していただけないということでお支払いいただけないものについて

は未収となります。これらについては、現在受信料特別対策センターというものを本部に設けてお

りまして、こちらの方で一定の期間対策を講じた上で、どうしても理解を得られないものについて

は民事手続き、支払督促という手続きを、昨年 11月から行っているところでございます。 

 ５ページが全体の組織体制でございまして、本部と各営業の活動をする拠点がございます。本部

については営業局というものを設けておりまして、そこに４つほどセンターが設けてありますが、

これは全国管理をしているという形です。都内の営業センター以下のところについては事業所数 76

とございますが、これは都内の営業センター以下の全国の営業活動の拠点の数でございます。配置

人員は 1,218人、これは平成 19年度予算でございます。そういう職員が全国にいて業績確保、その

推進の管理に当たる、あるいは業務委託先の育成管理、視聴者情報の管理、受信料制度の理解促進

活動などを実施しているという形でございます。 

 ６ページが、業務量等に関する指標ということで、上の方が契約収納関係の経費、予算の数字で

ございます。平成 17 年度、平成 18 年度、平成 19 年度と３か年記載してございます。契約収納関

係経費は平成 17年度 819億円という金額でございました。これが平成 19年度予算では 761億円と

いう金額で予算を組んでおります。 

 中身は、いわゆる契約収納費が平成 19 年度予算で申し上げますと 592 億円ございます。これは

物件費という形になります。業務委託経費などもこの中に含まれております。この 592億円のうち

外部委託の関連経費が 454 億円ございます。それから、職員の人件費が平成 19 年度予算では 168

億円、これらの合計が 761億円という形で、受信料収入予算に対しては 12.4％という形になってお
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ります。 

 受信契約は、放送法第 32条第１項で受信契約を締結していただくわけですが、その契約の締結を

自主的にお申し出をいただける数は極めて少ないわけでございまして、こちらから出向いて契約あ

るいは住所変更の手続きをとるという形になります。その取次数が（ａ）の欄にございまして、平

成 19 年度の計画では 289 万件の新規契約あるいは住所変更、転入の手続きをとります。一方、契

約を解約するということがございます。受信機が故障した、なくした、移動されて転出されるといっ

た数が 269万件ございます。この差引きとして契約の増加数が平成 19年度の契約では 20万件とい

う形になっております。 

 ７ページでございますけれども、受信料の契約・支払い状況、平成 18年度末の実績でございます。

左端に契約対象がございます。4,704 万件、これは国勢調査等の数字から総世帯数を推計し、それ

から、一般の会社あるいはホテル、病院といった事業所の数を母体とし、そこから受信料には免除

がございますので免除の対象、あるいは一般世帯の場合も生計は別ですけれども、同一の住居に住

まれていて同じテレビを活用されているというような場合については、国勢調査では２世帯とカウ

ントされていますが契約対象は１になりますので、そういった数字を除いて契約対象が 4,704 万件

という形です。これは事業所も含めてこういう契約対象がございます。そのうち未契約が 1,086 万

件ほどございます。契約数は残りの 3,618 万件ですが、この 3,618 万件という契約数のうち未収状

態になっているもの、契約をいただいたんですが支払いが滞っているものが 298万件ございます。 

 右側ですが、契約をしていただいている方の支払い方法別の割合でございます。口座振替が 73.9％

ございます。それから、クレジットカードの継続払いというのが 1.6％、56 万件、振込用紙をお送

りする継続振込という支払い方法が 317万件、8.7％、残りが訪問集金になるわけですが、この 571

万件の訪問集金のうち 298万件は未収者であるという勘定でございます。したがいまして、未契約

も含めまして未収者を合わせた不払い状態にある方が 29％、支払っていただいている方が 71％と

いう数字でございます。 

 ８ページが業務の実施を規制する現行法及び関連条項並びに規制の概況ということで、この業務

委託に関しましては、放送法の第９条の３で、ＮＨＫが定める業務委託基準に従う場合に限って、

ＮＨＫの業務の一部を他に委託することができるとしております。こういう受信料収納業務に関し

ましても、この条文に基づいて民間の事業者等に、勿論個人の事業者もございますけれども、業務

委託をしているところでございます。 

 一方、未収状態になったものについては、例えば支払督促を申し立てることを前提にした未収受

信料の請求行為、それから、支払督促申立ての手続というものについては、弁護士法第 72条の制約

がございますので、これは職員がやっているという形でございます。 

○森主査 時間が来ましたので、質問等をさせていただきたいと思います。 

 それではどうぞ御遠慮なく。 

○高橋専門委員 結局、時間がなくてお触れにならなかった 14ページが、ＮＨＫの御見解だと思う

んですが、これを見せていただきますと、具体的にどういうふうに進められているのかというのが

今ひとつはっきり書いていません。その辺はどういうふうに思っていらっしゃるんでしょうか。 
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○ＮＨＫ（西田局長） 今、我々の方は総務大臣の意見もございましたので、この中に記載してお

りますように、自主的な外部委託の拡大、市場化テストの仕組みを活用した形で進めようというこ

とでやっています。 

 それから、外部委託の現状は今説明できなかったんですが、既にマンパワーの状態では 88％が外

部委託をしているわけです。それから、契約の取次に関していいますと、98％が外部委託のパワー

による取次ぎでございます。したがいまして、現状でも積極的に外部委託は進めているところでご

ざいますが、なお更に、効率的にあるいは効果的なパワーあるいは戦力を開発したいと考えており

ます。例えば、現行の収納業務、契約の取次業務、それから、例えばホテルや事業所といったよう

なところについては個人の世帯とは違った対象になりますので、独特のノウハウも必要になってく

るといったことがございます。その対象、業務の内容といったものについて新たな戦力の開発がで

きないのかということで、市場化テストの仕組みを活用して自主的にやっていきたいと考えている

ところでございます。 

○高橋専門委員 かなり、委託取次収納員の割合が多いと思うんですけれども、やはり個別の事業

者だと組織的な対応というのが多分十分ではなくて、そこは大きな民間の経験もあるところにお願

いした方が、やはり収集業務の効率性は上がるんじゃないかと思うわけですが、その点で多分公共

サービス法で公正な形で入札をした上で委託するという方法が望ましいと思うのです。その辺是非

お考えをお聞きしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○ＮＨＫ（西田局長） 確かに、今いわゆる委託取次収納員という形で 5,600 人ほどがいて、取次

ぎの 74％を占めているという形でございますので、この部分は個人の委託契約という形になります。

したがって、今おっしゃいましたように組織対組織という関与の中でその部分を管理していくとい

うことについては、我々も課題意識を持っております。この部分を例えば、一般の生命保険の契約

でありますとか、損保の契約でありますとか、そういったところについては代理店というような方

式、ここがある意味では組織になるだろうと思います。それから、業務委託先を法人にするといっ

たような形の対応があろうかと思っております。そこは我々もこのテストの仕組みを活用した形で、

そういうものについて今後拡大していきたいということは検討課題の中の一つとしてとらえており

ます。 

 実際に法人に対して委託をする、そこの職員等が地域スタッフと同等の取次収納業務を行うとい

うことについても、既に８法人ほどそういう形で実施しているところでございまして、この部分を

具体的には拡大していく。その際に、やはり競争関係があって効率的にあるいは効果的に業務が進

められていくということが大切であろうと考えておりますので、そういう仕組みを活用したいとい

うことでございます。 

○高橋専門委員 大体自主的にというお話で、多分 14ページに書いてある法の仕組みにのっとると、

例えばみなし公務員みたいな形になって官と同一視されるというお話があって、この仕組みは使い

づらいという御趣旨だと思います。しかし、例えば、情報公開から除外された理由と、ここで言う

みなし公務員と守秘義務というのは視点が違うわけでございまして、そういった意味では、いわゆ

る大量に組織的に入札した業務を公正・中立な立場から実施するために確保される手段としてのみ
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なし公務員や守秘義務と情報公開の対象としないというのは全く別の視点で、それは国民の目から

見ても必ずしも誤解されないと思います。そういう意味では、やはり大量にいわゆる法律に基づく

受信料徴収というパブリックな業務を民間に組織的にやっていただくための手続きの一環としての

いわゆる確保策という観点ですから、別にこれがあっても御利用されることは何ら問題はないです

し、もともと法律自体ＮＨＫの業務を民間委託、いわゆる公共サービス法を使って委託するという

ことは予定しているわけですから、この辺はある意味では筋が通らないのではないかなと私は思っ

ているんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○ＮＨＫ（西田局長） 確かに、実務上のメリットは我々もあるだろうと思います。ただ、逆に、

これは官民という形になりますので、我々が業務委託をすれば我々が官と受け取られてしまうと。

一軒一軒の方に契約していただいて収納するわけですが、このことが逆に、その方たちにＮＨＫの

性格について誤解を与えるのではないかというところを懸念しております。したがって、それが逆

に契約収納業務の妨げになるというところがあるのではないかということで、我々の方はその部分

については自主的な形で、勿論公共サービス改革法の中の第３条に規定されております透明とか公

正とか競争といった趣旨は十分に理解しておりますので、この部分についてはその趣旨に対して自

主的な形でやることが、逆に今まで言論・報道機関と言われる公共放送の性格に対して誤解を与え

ることのないような形で契約収納業務を進められるのではないかと考えておりますけれども。 

○高橋専門委員 私は政府調達苦情処理の委員をやっているんですが、ＪＲも入っています。純粋

民間会社も入っていて、それは基幹的な鉄道について、いろいろな調達についてトラブルがあった

場合は国の一員と見ましょうという観点から入っているわけです。法律の名前が官民と書いてあっ

て、これにＮＨＫが入った、だからといって逆にＮＨＫが官だという趣旨でこの法律をつくってい

るわけではないと思います。その辺の誤解は是非、実際の民間の方がとられるところで趣旨を御説

明いただければ、ＮＨＫの業務が官であるということを言っている趣旨ではないということは理解

いただけるのではないかと思います。これが第１点です。 

 自主的にやられるというお話ですが、９月に経営計画が決まるということですけれども、我々と

しては経営計画が決まる前に、具体的にどこまでお進めになるかという話について、きちんとした

中身をお示しいただきたいということがあります。この２点について是非御意見をお聞かせ願いた

いです。 

○ＮＨＫ（西田局長） 我々が 14 ページに記載しましたのがＮＨＫの考え方の基本でございます。

したがって、この分科会としての御意見をむしろ賜れればとは考えておりますけれども、１点目に

ついて言いますと、何度も繰り返すことになりますけれども、昭和 25 年に放送法が成立して以来、

視聴者、国民の中に定着している公共放送ＮＨＫという性格と言いましょうか、言論・報道機関と

して理解されている部分について、要らざる誤解を与えたくないという部分が我々の主張の根幹に

ございます。その法の仕組みを活用すれば、その部分について誤解を与えるような懸念があるので

はないかというのが１点ございます。 

 それから、どういう形で市場化テストの仕組みを活用して自主的にやっていくのか、その具体的

な内容をということでございますけれども、既に部内的にはさまざまな形でプロジェクトをつくる



 - 8 - 

なり推進体制を決めて、まず委託の方法を検討し、既に例えば市場化テストで利用されております

企業からさまざまな御提案をいただいて実際に業務を委託しているところもございますので、そう

いったものも含めて全体的な概要はお示ししていきたいと考えております。 

○高橋専門委員 お示しいただけるということですか。 

○ＮＨＫ（西田局長） お示しというのは、経営計画の中で示す部分があれば示していきたいと考

えておりますけれども、この分科会云々というところについてどうするのかというのは事務局との

御相談になると思いますが、我々は少なくとも経営計画の中ではそういうものも盛り込みながら、

どこまで表現できるのかはわかりませんけれども、業務の内容については、具体的な仕組みを含め

て当然明らかにしていかなければいけないとは思っております。どういう形で明らかにするのかは、

また別途の話でございますけれども。 

○森主査 その経営計画というのは、今９月でお考えになっているのは、例えば１か年なのか、あ

るいは中期的なものか長期的なものかを含めたその辺の考え方というのは、今、高橋専門委員から

も、例えば９月が一つのチャンスだと。そういう中で盛り込むことができないかという視点で恐ら

くお話をされたと思います。例えば、そちらの経営計画というのがそれぞれの単年度計画あるいは

中期計画、長期計画といろいろな計画があると思いますけれども、どこでお考えを持ってやられる

のか聞かせていただければと思います。 

○ＮＨＫ（西田局長） 経営計画自体は５か年という形で考えているわけですが、市場化テスト自

体はテストですから、やってみて本当に効果があるものは実際に活用していくという話になります。

したがって、テストの過程で我々が現行体制の中でやっている以上の効果が出ないものについては

採用しないという話になりますので、実際にどの程度の内容を５か年の中でやっていくのか、これ

はテストをやってみないとわからないという部分がございますので、その点は御理解いただきたい

と思いますけれども。 

○森主査 別の言い方をすると、例えば、今おっしゃるような官と民の競争もあるだろうし、今やっ

ていらっしゃる徴収の方たちを含めた民民で組織と個人と費用対効果を含めたいろいろなことが、

そういうことも含めてできるのではないかと思うんですね。そういう取り組みをされるお考えは、

計画の中に盛り込むことができるのかどうかということです。 

○ＮＨＫ（西田局長） 通常の我々が業務委託をしている調達行為の中に、効果あるいは効率性と

いうものは当然視点として入っているわけでございますので、それをもう少しシステマチックに営

業活動を実際に担う戦力の開発についてやっていきたいということでございます。当然、経営計画

の中にはそういう仕組みでやっていきたいという表現は入るかと思っておりますけれども、具体的

に何をどういう形でというのは実施してみないとわからないわけですね。その部分、どれだけの業

務量をどういう形でやっていくのかというのは、これからの展開の中での話になってくるとかと

思っておりますけれども。 

○森主査 実施してみないと、ということは、実施しないということだってできるわけですから。 

○ＮＨＫ（西田局長） いや、テストをしてみないと実際に効果がどれだけあったのか、比較衡量

もできないわけでございますのでという意味で申し上げたわけです。 
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○森主査 もう一つ。6,100 億円の収入で、ざっと 760 億円ぐらいの費用が掛かっている、収入の

約 12％ぐらいですね。素朴な質問として、これが例えば事業としてこれだけの費用が掛かっている

ということに対して、率直に局長様はどういうお考えを持っていらっしゃいますか。 

○ＮＨＫ（西田局長） 決して我々は完璧な業務をやっているわけではございませんので、さまざ

まな形で改善・改良をしていく余地はまだいっぱいあると思っています。そういう意味で言います

と、761億円というのは今後の展開の中では、我々が使っている経費というのは大きく分けますと、

口座やクレジットで収納している経費の部分がございます。それから、訪問集金、実際に人が行っ

て収納するという経費がございます。それから、未契約や未収に対応していく経費がございます。

大きく３つに分けますと、いわゆる経費の率、つまり水揚げと投入している経費の割合から言いま

すと、未契約や未収という部分について、例えば一軒お会いするのに 33回ぐらい訪問しなければい

けないという統計値もあるわけです。そのように相当人で手間を掛けているわけですね。そういう

ところに掛ける業務というのは、一方では受信料制度というものを守るための経費でもあるわけで

す。ここの部分は相当経費率が高いわけですが、ここは何とか安い戦力を使って効果的な戦力を開

発をしていきたいと思っております。その部分で相当経費を削減することにつながるのではないか

ということもありまして、先ほど来申し上げておりますような市場化テストの仕組みを活用して、

自主的にそういう戦力を開発したいということはございます。 

 ただ一方で、経費、率が 12.4％は高いというお話があるわけですが、他の公共料金と比べると、

我々は極めて少額債権でございます。衛星契約もあれば地上契約もございますが、１か月当たり平

均すると 1,400 円の収入なんです。ところが、電気料というのは単に契約件数で割りますと１万

4,000 円ぐらい１か月もらっているわけです。10 倍の収納があるわけです。営業経費というのは絶

対額は他の公共料金とほぼ同じぐらいですから、やはり率は 10倍収納があるところの 10分の１に

なるわけですね。そういうことがございますので、ここは率が高いからと言って単純には比較でき

ない部分があろうかと思います。ただ、そうはいってもいろいろ非効率もあるかと思いますし、制

度を守ると言いながら経費を高く掛けている部分はございます。ここは改善していきたいという視

点は持っております。 

○新部専門委員 新部と申します。よろしくお願いします。 

 委託取次収納員さんですけれども、この方は個人事業主ということですよね。皆さんどのくらい

継続して取次員をなさっていらっしゃいますか。経験年数で。 

○ＮＨＫ（西田局長） 今は手元に資料がございませんが、お辞めになる方が年間 1,000 人ぐらい

いるんですね。それをまた補充するという形になります。相当流動性が高いものですから、恐らく

７～８年ぐらいの平均ではなかったかと。きっちりした数字が必要でしたら、またお出ししたいと

思いますが。 

○新部専門委員 いわゆる実際に視聴者との契約とか実際に訪問集金される、その部分の最前線の

方なわけですよね。その方たちというのは個別に訪問されますよね。そうすると、個別に訪問され

た方から見ると、私はあなたたちに知られたくないことがたくさんあるのよという部分はあろうか

と思うんですね。そうしたときに、先ほどのみなし公務員といったものを逆に信頼を得る方法に使
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えるような気もするんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○ＮＨＫ（西田局長） 勿論みなし公務員という形になって、今おっしゃった部分は実務上のメリッ

トとしてあるというところはあるかもしれません。ただ、全体の制度として見たときに、ＮＨＫは

官ですか、業務委託先の委託取次収納員はみなし公務員ですかと言われたときに、全体的な制度と

して、そこは制度の整合性からいってやや問題があるのではないかということが我々の考え方の基

本的なところとしてございます。 

○新部専門委員 市場化テストで言うところのみなし公務員の規定なんですけれども、言ってみれ

ばそこに携わる者に守秘義務を義務付けることが、先ほども話がありましたけれども、いわゆる円

滑な業務を執行していく上で必要なものだということと、ＮＨＫが官云々というときに、番組制作

ではなく、これはいわゆる予算の大勢を成すところの受信料を確保してくるものですから、国民に

はそのことを十分に説明すれば理解されるように考えるんですけれども、どうでしょうか。 

○ＮＨＫ（西田局長） この点、番組制作ではなく、受信料収納業務だけに限定してというお話で

ございました。ただ、制度としては番組制作の面についても拡大していくことは可能になっている

わけですね。いずれそうなるのではないかという懸念を、公務員が番組をつくるというような仕組

みになってしまうというような懸念を持たれるということもあるかもしれません。その部分は別に

して、我々は何度も申し上げていますが、官ではないというところだけはきっちり打ち出していか

ないと、要らざる誤解を招くことになるのではないかと思っています。 

 それから、もう一点、例えばサービサー法という法律がございます。これは特定金銭債権を恐ら

く 22項目ぐらい限定列挙されてると思うんですが、ここには受信料というのは入っていないわけで

すね。こういったものは民民の活動を保障する法律でございます。こういった中に受信料というも

のが入っていくということの方が、その実現の可能性は別にして、中身はもっと検討しなければい

けませんけれども、我々としては制度の整合性という点からいけば、その方がむしろ制度の整合性

があるのではないかという感じはしておりますけれども。 

○小山専門委員 私は口座振替ですから御縁がないんですけれども、集金に来られる方がＮＨＫの

正規の職員じゃないということは、今、契約者の方はほとんどわかっているわけですよね。今、個

別の人にお願いしているのを入札で広げて安い単価でやるというところにお任せしようというお話

なので、そこでどうして民から官にという発想が出てくるのか、どうもよくわからないところなん

ですね。これが例えば公金を扱う公の会社みたいな組織があって、そこへ移した、そこが取りに来

たと言われると、よりＮＨＫがそっちに近づいたと言われてもしようがないのかなという気がする

んですが、今おやりになっていることと余り変わりがないんじゃないかという気が集金される側か

らしてもするんですけれどもね。 

○ＮＨＫ（西田局長） 現象的にはそれほど変わらないことでございますけれども、公共サービス

改革法、市場化テスト法と言われる法律の枠の中でやると、官が民に業務を委託しました、しかし、

業務を受託した民はみなし公務員ですという構造が生じてしまいますと……。 

○小山専門委員 みなし公務員というのは、先ほど新部さんから話が出ましたように、あくまでも

情報保護という意味で言っているわけで、例えば、集金に行った人たちが私は公務員だからと言う
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ことを聞けというような話では全くないわけでして。 

○ＮＨＫ（西田局長） 仮に、そういう法律の中でそういうことがあったとして、それぞれ現場で

は対応の実態がそれほど変わるわけではないのかもしれません。ただ、何度も同じことを申し上げ

て申し訳ないんですが、制度としてはそういうふうになってしまうところについて視聴者の方に誤

解を与えるおそれがあって、その部分はさまざまな形でオピニオンリーダーの方たちが新聞紙上等

で「官になったＮＨＫ」というような形でのキャンペーンを張られますと、これはかえって受信料

収納、契約収納業務の妨げになるということ懸念しているということでございます。 

○森主査 先ほどからおっしゃる、公共放送としての放送の中身の問題と、料金の徴収・収納の問

題というのは、先ほどから局長さんのお話を伺っていてもどうしてもしっくりこない。別に切り離

して、もし官の云々になると、放送の中身もいわゆるお国の放送になってしまうという、そのとこ

ろがどうしてももう一つ理解できないものですから。 

○ＮＨＫ（西田局長） 放送局の財源としては、税金方式もあれば、広告料方式もあります。スク

ランブル、有料方式もあります。しかし、この受信料制度をとっているということはやはり公共放

送、ＮＨＫの自主性あるいは自律性、不偏不党といったさまざまな公共放送の価値概念が放送法の

中に盛り込まれているわけですけれども、それを実現するための財源というのは、俗に言えば広く

薄く取りましょう、色つきでないお金をいただきましょうという形で料金が設定されているわけで

す。そのＮＨＫに受信料については徴収権が与えられているわけですが、その受信料というものの

性格とそれを徴収する人間、そこはやはり１対１の対応でなければいけないと私は考えているわけ

でございまして、その部分が例えば公務員が受信料を取りにいくということになりますと、この受

信料そのものの性格にまで影響を及ぼすのではないかという懸念を抱いているということでござい

ますけれども。 

○森主査 先ほど新部専門委員がお話しになりましたけれども、現場の実際に視聴者と面談すると

いう方が大体１年間に 1,000 人ぐらいの入れ替わりがあると。そうすると、教育をし、いろいろな

ことをやっていくということを含めて、相当大きなコストがここに掛かっている。ある面ノウハウ

も含めて。こういうものは逆に言うと、先ほどサービサーのお話をされましたけれども、ある面で

は特にそういう事業者にということでした方が効率的なことができないだろうかというのが端から

見たあれですけれども、ＮＨＫさんではどういうお考えですか。 

○ＮＨＫ（西田局長） いわゆる育成するあるいは管理するという業務自体を外に出すという発想

は我々にもございます。ただ、外に出したとしても育成業務がなくなるわけではなく、管理業務が

なくなるわけではございません。これをどう効率化するのかという視点で法人委託というような、

今試行的に始めているものを拡大していきたいと。それは先ほど申し上げました生命保険の代理店

方式であったり、さまざまな形での法人との契約ということを拡大していきたいという考え方で

やっているところなんですが、おっしゃるとおり内部でやっていることの業務が外へ出したからと

いってなくなるわけではないんですが、それを外に出すことによって効率的に進められるのであれ

ば、それは拡大していきたい。そこは市場化テストの仕組みを活用しながら、そういうものの拡大

を図っていきたいということは考えておりますけれども。 
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○森主査 先ほどの総務大臣の意見書の中に、市場化テストに準じてという意見が記されておりま

した。これは今年２月の予算委員会での御発言だったと存じ上げますけれども、この問題というの

は例えば、明年同じように予算委員会の中でもし仮にそういうようなことが、ということは逆に先

ほど高橋専門委員がおっしゃいましたように、例えば、経営計画の中で同じような意見が出てくる

ということは、逆に言うと大変重く受けとめなければいけないと私は思ったんですが、どうなんで

しょうか。 

○総務省（吉田課長） 基本的に今、主査から御指摘がありましたように、平成 19年度の予算の際

の総務大臣意見で付させていただきましたのは、まさに 760億円程度の経費について、内容等につ

いては今、西田局長の方からいろいろな事情があるという御説明がありましたけれども、我々はマ

クロで考えた場合に、もう少し効率的なことは考えられないかということで一つの取っ掛かりとし

て、さまざまなやり方はあろうかと思いますけれども、それが並行してこういう公共サービス改革

法というものを議論し、政府としてこういうものを法律として推進していくとなったものですから、

ここに述べられているような入札のやり方ですとか、そういうものは一つの取っ掛かりになるので

はないかということで意見として付させていただいたわけでございます。 

 ただ、当時は基本方針の中にＮＨＫは入っておりませんので、そういう意味でいうと準じてとい

うことになりますし、また、私どもはあくまでもマクロの視点から確保させていただく立場ですの

で、公共サービス改革法の中で述べられているものすべてにおいてＮＨＫがこのとおりやらなけれ

ばいけないというところまでの意識があったわけではございませんので、そういう意味で「準じて」

という形の意見にさせていただいております。 

 これに応じて、平成 19年度ということで今、一年を通じて恐らくＮＨＫの方ではいろいろな努力

をしていただくことになろうかと思いますが、９月末の経営計画の話は私どもは正式にいろいろ聞

いておらないのでコメントは差し控えさせていただきたいんですけれども、恐らく平成 20年度の予

算案を国会に提出する際に、平成 19年度の意見についてはどういうふうに取り組まれたんですかと

いうことは当然お伺いすることになると思いますし、その際に、例えば十分にやられたということ

であれば、平成 20年度はそういう意見は落ちることになると思いますし、まだ契約収納業務につい

て取り組むべき事があるのではないかという意識を総務大臣として持てば、そのときに意見として

更にもう一度市場化テストというものを引用して意見をさせていただくのか、あるいはまた別の視

点からの意見をさせていただくのかということは、またその時点での話になろうかと思います。 

 いずれにいたしましても、私ども総務省の立場といたしましては、表現が不適切であれば御容赦

いただきたいんですけれども、公共サービス改革法自体が適用されるかどうかということは総務省

としてはメーンの関心事項ではございませんで、あくまでもＮＨＫのこういう全体としての経営効

率性、その中でも受信契約の収納業務というものが適切に効率的に行われるかどうかという視点か

ら、さまざまな意見をさせていただくというところでございます。 

 今、少し議論の中に入っておりました守秘義務ですとか、あるいはみなし公務員といったことに

ついては、実は平成 19年度の意見を付させていただくときに、そもそもこれ自体直接の対象ではな

いとしておりましたものですから、そこについては総務省として特に十分な議論をしているわけで
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はございませんので、そういうところは実は総務省としては余り知見を有しておらないという状況

でございます。 

○高橋専門委員 私は「準じて」というのが、直接適用にならないという御見解で「準じて」とお

書きになったと見ていたのです。そこは全くニュートラルで、いわゆる総務省から適用せよという

話には当然ならないと思うんですが、ＮＨＫさんの自主的な判断でこれを使うということは否定は

していないという見解ですか。 

○総務省（吉田課長） 「準じて」ということは平成 19年度の中でできるだけ公共サービス改革法

の中に規定されているさまざまな手法でＮＨＫとして採用できるものは当然採用していただきたい

というのが意見の趣旨でございますし、基本方針を改定してＮＨＫさんを入れるかどうかという御

議論かとは思うんですけれども、その部分については、私どもとしては一次的には所管されておら

れる内閣府さん等で御検討されるべきだという認識でありますし、最終的には基本方針は閣議決定

という形になろうかと思いますので、その時点で政府の一員としての総務大臣のかかわりというの

は出てまいりますけれども、恐らくそのときは我々の立場といたしましては、ＮＨＫさんが今当事

者としていろいろな御懸念をされておること、やはりそこの部分は現に徴収業務をやられる当事者

であるＮＨＫさんがそういう懸念を払拭されるような形の議論なり何なりがされているということ

が、最終的に閣議決定の際に総務大臣としてもそれを同意をさせていただく上では必要かなと。 

 そういうことがあるかわかりませんけれども、仮に、ＮＨＫさん自身は公務員ではありませんの

で、守秘義務とかそういうのは掛かりませんが、自分たちは掛からないのに委託先にはみなし公務

員規定が掛かるという、委託先についてだけちょっと強い規制が掛かるような形になるという部分

も、法的な整合性というところは、率直に言ってそこは大丈夫かなという意識は我々もございます。

我々もございますというのは、役人としての法的な気持ち悪さのようなものですが。ですから、Ｎ

ＨＫさんの先ほど来のお話を聞いていますと、それを実務でやっていく上で、何か効率的な方向に

働くべきものが、それを導入したことによって、むしろ何か実務上の問題が生じ得るのではないか

という御懸念を大分お持ちであるやに聞いておりましたので、その部分は仮に適用という話になれ

ば、そこが払拭されて、本当にそれが「準じて」やるよりは、きっちりと法的につけた方が受信契

約収納業務においてより効率的にされるんだということが、ある程度当事者であるＮＨＫさんが納

得されるような詰めというものをやっていただくのがありがたいかなというのが総務省の立場でご

ざいます。 

○高橋専門委員 ただ、ＮＨＫ自体国会のコントロールも受けますし、公共的な組織であることは

否定できないわけです。公共サービスであることには全く疑いがないわけですから、そういった意

味で、後は具体的にその辺の御懸念をどう払拭できるかというところを議論を重ねていくというこ

とになろうかと思います。 

○森主査 ありがとうございました。もう時間がまいりましたので。大変長時間ありがとうござい

ました。 

（ＮＨＫ、総務省 退室） 

（社会保険庁 入室） 
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○森主査 引き続きまして、社会保険庁から国民年金保険料の徴収業務等についてお伺いいたした

いと思います。大変お忙しい中、社会保険庁の那須室長さんにお越しいただきました。本当にあり

がとうございます。 

 それでは、時間も限られておりますので、約 10分ということでまず御説明していただいて、その

後、私どもの方から質疑等をさせていただくということでよろしくお願いします。 

○社会保険庁（那須室長） それでは、私の方から説明させていただきます。 

 まず、本来ならば私どもの年金保険課長の鈴木が来て御説明すべきところなんですが、あいにく

今、国会で法案の関係、いろいろ記録問題等の関係があって、国会対応ということで失礼をさせて

いただいております。私は、国民年金事業室長をしております那須と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、今回の資料等につきまして、若干御説明をさせていただきます。 

 先に、制度を若干だけ触れさせていただきますが、公的年金制度としまして 20歳から 60歳まで

のすべての国民を対象として、この制度は成り立っているところでございます。ただ、非常に厳し

い現状の中で平成 17 年度末時点ですけれども、24 月以上の保険料が未納となっている者といのう

が約 374万人ということで、このままいきますといわゆる無年金者ですとか低額年金者の増大とい

うことになる。こういうことから、未納対策を我々の最重要課題として取り組んでいるところであ

ります。 

 事務局、事務所でそれぞれ行動計画をつくって収納対策を更に図っているところでありますが、

今回公共サービスの改革に関する法律に基づいて民間の力も借りて、この事業を推進していきたい

というところであります。 

 したがいまして、１ページの一番下にありますが、社会保険庁が実施している国民年金保険料の

収納業務のうち、国民年金保険料の滞納者に対する納付の勧奨ですとか、請求、納付の受託業務、

こういったことにつきまして民間事業者の創意工夫、ノウハウを生かして向上を図っていきたいと

いうところでございます。 

 事務処理のフロー図ですが、７～９ページに出てございます。若干触れさせていただきますと、

７ページですが、まず対象者の適用というものを市区町村で受け付けていただいて適用を図ってい

る。ここでそれが納付になればよろしいんですが、納付にならない場合に、いわゆる所得を見まし

て免除該当者であれば免除の勧奨をして免除に持っていく。更に、それでもなかなか納付に結びつ

かない未納者というものが出てまいります。こういったものの未納者に対して納付督励ということ

で現在、職員なり収納指導員、国民年金推進員という非常勤の国家公務員ですが、戸別訪問を中心

にやってもらうもの、それから、電話による納付督励といったもので未納者に対して納付督励を行っ

ておりまして、結果としてどうしてもここで納付拒否ということになりますと、強制徴収という手

段に移っていくというのが大きな概念図でございます。 

 それを詳細にしてありますのが８ページになっております。ここは割愛させていただきます。 

 ９ページに、民間事業者さんにお願いするというのが書いてあります。真ん中に四角く囲ってあ

りますいわゆる受託事業者という中に書いてありますが、納付対象者のうち未納となった者、この
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うちからいわゆる強制徴収に該当する人、それから、免除該当所得者といったものを所得情報で洗

い出しまして、この２つのグループにつきましては社会保険事務所の方で行う。これ以外の未納者

につきまして、受託事業者の方にお願いするということでございまして、この納付督励の業務をす

べてお願いするというのが概念でございます。 

 また、業務の実態の組織図ということで、事務所が今どういう組織になっているかというのは 10

ページに標準的な事務所の体制を書いてございます。事務所でございますので、事務所長をトップ

にしまして次長を置き、７課体制ぐらいが一応標準的な形になっております。このうち国民年金業

務課、国民年金保険料課というところが、国民年金の業務をやっておりまして、主に納付の関係と

いいますと国民年金の保険料課が主体になりますが、実際は業務課、保険料課、両方合わせた職員

で納付督励関係の業務を行っているというものでございます。 

 ２ページ、現在、社会保険事務所の事業所数と書いてありますが、事務所数は全国で 309か所に

なってございます。これは今年 10月からあと３か所設置しまして、312になります。もともと 312

あったんですが、配置状況として非常に人口が増えている地域に設置がされていないというところ

がありまして、その代わり、東京 23区内の中で同一区に２か所事務所を持っているところがありま

した。そこを減らしながら、ないところに設置するということで数上は３つ、３増３減しまして 10

月からは 312になる予定でございます。 

 配置人員ですが、総定員は社会保険庁の本庁、地方を合わせますと約１万 7,000 人の職員数でご

ざいますが、社会保険事務所で見ますと、職員数として２万 900人と書いてありますが、常勤は１

万 2,600 人。非常勤として 8,300 人。非常勤といいますのは、年金相談に当たっていただきます相

談員さんですとか、先ほど言いました推進員さん、戸別訪問で回ってもらっている方たちがいらっ

しゃるということです。 

 事務所のうち国民年金業務に従事している職員数というのは約 7,700 人、常勤と非常勤の内訳は

常勤では 3,000人、非常勤で約 4,700人ということになってございます。 

 それから、既に委託している業務というものもございまして、平成 14年度から市町村からすべて

国が収納するということで事務の移換が行われました。この関係によりまして、未納者への電話督

励という業務につきましては、既に民間委託をして実施しております。 

 それから、現在 309 の事務所のうち 35 か所の事務所につきまして、市場化テストのモデル事業

ということで、先ほどの受託事業者に出す納付督励部分を実施していると。これは本年 10月からは

一応 95か所への拡大ということで実施していくということです。 

 それでは、平成 20年度以降のことでございます。対象範囲の拡大ということで、まず箇所数につ

きましては、一応年次の計画としましては平成 20年度に 90か所の増、更に平成 21年度で 127か

所、ここまでいきますと 312の事務所すべてということを一応実施予定ということで考えておりま

すが、具体的にはどうしても経費等の面が掛かりますので、予算編成の過程で確定されるというこ

とでございます。 

 対象業務につきましては、一応、納付督励部分としてすべてこの分野におきましては出している

ということであります。これ以外に何か出すかどうかということは、これからの議論になるかなと
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いうところでございます。 

 入札実施予定時期及び契約期間ということでありますが、今年度の実施は 10月からということで

ありますが、次年度におきましても一応今までどおり 10月ということをまだ内部でも議論している

んですが、やはり 10月の実施になるのかなと思っています。これは以下理由として書いてございま

すが、私どもは年度で事業をしていると。それから、年度の事業の行動計画、先ほど言いましたよ

うに、事務所での計画を立てる際に、年度で立ててしまうのではなくて、上半期、下半期という立

て方をして、上期で取れなかった部分は下期にもう一回行動計画を見直してさせるということで、

下期が 10月から始まるという事務所の事業との進め方とも合うということから、こういったことに

していると。 

 それから、直近実績をもっていろいろ事業者さんにお願いするとかそういうことになりますと、

年度の直近実績が早くて６月上旬くらいにならないと、それまで取り組んだ結果がなかなか見えて

こないということがございまして、こういったことからすると、どうしても早くて 10月ぐらいの実

施にしたいなというところで考えているところでございます。 

 契約期間の問題でございますが、一応、官民競争入札要領とか実施要項上では実施期間というの

は原則として複数年の期間となっているということであります。今年度実施します 95か所といいま

すのは、一応平成 22 年９月までの３年間ということで今回は実施に入ると思っております。ただ、

御案内のように、今、社会保険庁の改革法が出されておりまして、法案が成立しますと早ければ平

成 22年１月に社会保険庁の組織が日本年金機構になるということでございまして、ただ、権利業務

は承継されるということになってございます。 

 これでいきますと、今後のことも同様に、仮に平成 19年度実施分と同様に３年間ということにし

ますと、社会保険庁が廃止されるまでの期間が１年３か月、それから、日本年金機構に引き継がれ

て１年９か月という引き継いだ方の期間が長くなってしまうというのは、あまりにも新しい組織の

方に縛りを掛けることにもなるのかなということがございます。したがいまして、来年実施するも

のにつきましては、契約期間を２年ということで考えてみてはどうかと思っております。 

 これをすることによりまして、廃止後の契約期間というのは９か月になり、また、既に今年から

実施する分野と終わりの時期が一緒になりますので、機構で新たな次の契約の整理がしやすいのか

なというところをちょっと考えてございます。 

 社会保険庁改革による事業内容への影響ということでございますが、年金事務所というのが今度

新たに設置されます。現行の社会保険事務所から年金事務所ということになりますが、これは機構

になりましてもやはり現場第一線の窓口をなくすわけにはいきませんので、現在と同様に全国に同

数の事務所を設置するということで今のところは考えているということでございます。 

 この法律の中でも主たる事務所というのは東京ということですが、従たる事務所として今、県単

位で置かれている社会保険事務局をブロック単位ということで考えておりますし、また、従たる事

務所の業務の一部を分掌させるということで、年金事務所を置くという規定がされておりますので、

事務所の窓口は同様ということで考えてございます。 

○森主査 ありがとうございました。 
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 それでは、国民年金保険料の収納事業につきまして、それぞれ委員の皆さん方からとりわけ今おっ

しゃいました契約年数の問題等いろいろとお考えがあるかと思いますが、どうぞ。 

○小山専門委員 １つ質問なんですけれども、３ページの下の実施予定時期ですが、「○」の２つ目

に「前年度の納付実績を反映していくこと」とありますが、この納付実績を反映するというのはど

ういうことをおっしゃっているんでしょうか。個々の納付義務者のことをおっしゃっているのか、

それとも例えば、社会保険庁全体として去年はこれだけ、前年対比幾らということをやるためのこ

とをおっしゃっているんですか。 

○社会保険庁（那須室長） 事務所単位で前年度の成績がどうだったかということがございますの

で、６月上旬で確定という数字ではまだないんですが、ここぐらいまで来るとある程度推計できる

数字になります。要は、直近過去３年を見るときに、本当に直近の１年がなくて、１年前から過去

３年の平均の伸び率ぐらい伸びるのではないかと推計するのがいいのか、やはり直近まで取り入れ

てみて、事業者さんに要求水準というものを定めます。簡単に言えば、100人出して 100人のうち

80 人は取ってくださいねというときに、過去の平均で見たときに 60 しか取れていないというのを

80 とセットしていいかとか、そういうものを見るのにどうしても直近の実績まで見たいなという。

一番納付状況が反映されるのはどこかということを見たいということでございます。 

○小山専門委員 そうすると、今現実に各事務所で年間の滞納整理計画みたいなものをお立てにな

ると思うんですが、それはいつごろ。 

○社会保険庁（那須室長） 今、指示をしまして、７月中に上半期の計画をまず立てるように。 

○小山専門委員 上半期というのは４月からを含めてですか。 

○社会保険庁（那須室長） ４月からになるんですが、現実には４月いっぱいまでは旧年度分が対

象で、みんな収納関係をやってもらうんですね。５月からとなるんですが、４月から新たに新年度

分が始まるんですが、４月の保険料の納期というのは５月末なんですね。そうすると、５月末にな

らないとＡさんの保険料が入ったか、未納になったかというのがわからないものですから、実際上

は５月末の結果というのは６月末ごろにならないと出てこないものですから、では、何をして誰に

納付勧奨したらいいかという対象者が出てくるのが大体７月なんですね、新年度分としましては。

そういった意味では同じ状態でありまして、今、事務所の現場の方にどういった対策をこれからやっ

ていくか、対象者をどれくらいに見込んでやるかという計画を今ちょうど出させる動きになってい

るというところでございます。 

 では、４月、５月、６月は事務所は何もしていないのかというと、そうではなくて、免除という

のがございまして、免除は所得が確定するのが７月からになりますので、昨年の所得で免除が停止

されていない方は、まだ６月まで免除期間がありますので、そういう人に免除をお願いして、免除

を出してください、そうすると、前期間さかのぼれますので、無年金にならないようにそういう人

たちの掘り起こしというものに４、５、６月。それから、一番最後にありました強制徴収、所得が

ありながらなかなか振り向いてくれない方に対して、この方たちの財産調査とか差押え予告とかそ

ういう事業を４、５、６月に集中的にやるという状況になってございます。 

○小山専門委員 その年間計画の一番しっぽの方はどうなっていますか。 
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○社会保険庁（那須室長） しっぽの方は今回とりあえずは上期を出していただいて、またすぐに

なんですけれども、８月頃には 10 月からの下期の計画を立てさせて、９月中に確定して、10 月か

ら動いて、これは来年の４月までの行動計画というものを立てさせるということになります。 

○小山専門委員 そうすると、下期の計画を立てるときには滞納発生というのはわからないわけで

すよね。 

○社会保険庁（那須室長） それまでの既に今年度分の未納者が発生してきますから、それと過去

の未納者はそのまま引き継いでおりますので、そういう人たちにどういうアタックをして何件取る

んだ、何件納めてもらうためにどういうやり方でやるんだという立て方をしていただくということ

になります。 

○新部専門委員 私も滞納整理をやっている者なんですが、今のめり張りといいますか、時期時期

の行動計画、東京都も同様のことをやっておりますけれども、年金の未納者という部分で累積の未

納者もいるわけですよね。的が外れたら恐縮なんですけれども、今回民間委託している部分なんで

すが、累積部分も含めてですよね。そうすると、社会保険事務所の職員さんというのはどちらかと

いうと強制徴収等いわゆる公権力行使につながるようなものは出せませんし、出していないと思い

ますけれども、その分は随分進んでいるんですか。 

○社会保険庁（那須室長） 件数的にはかなり拡大してきまして、平成 15年度から本格的に強制徴

収を私どもは手掛け始めたわけでございます。当初は正直言いまして、全国で１万件程度ぐらいに、

これは１万件を差し押さえたということではないんですけれども、対象者１万件ぐらい取り掛かれ

と、実質上差押えまでやった件数は全然ないんですけれども、そういう動きをした、いわゆる私ど

もは最終催告状と言っていますが、これが最後ですよ、最後通牒みたいな形で、そこから先は差押

えの動きになるんですが、それを対象としましたのが平成 15 年度が１万件で動きまして、平成 16

年度が３万件、平成 17年度が 10万件、平成 18年度は 35万件まで伸ばしてきまして、今年度は昨

年まで 35万件やったうち正直言いまして 35万件全部はまだ片が付いていないんですね。やはり大

部分が残ってしまう。どうしても所得情報を市町村からいただいて、それから選別していろいろ手

掛けていきますと、年度内では完結はなかなかしないものですから、サイクル的には年度が変わっ

てずっと１年掛けながらやっていくということで、今年は昨年の残りと今年の新規分を合わせて 60

万件ぐらいを手掛けようというところまで一応来ております。 

○新部専門委員 局面を聞きたいんですけれども、民間業者に委託した事務所の職員さんは減るん

ですか。 

○社会保険庁（那須室長） 減ります。いわゆる納付督励でやっていた分というのは、全体の経費

としては納付督励が掛かっている分野を効率的にしなさいということで事業者さんに出して、なお

かつ、経費もスリムにする、それから、当然仕事がなくなるから人も減るでしょうということで減

らされます。 

○新部専門委員 強制徴収の方では何らかの形で。 

○社会保険庁（那須室長） それもシフトしております。そこは御理解いただいて、例えば 100人

減りますけれども、強制徴収に力を入れなければいけないので、ここで 20人は戻してくださいとい
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う形の。 

○新部専門委員 民間の活力を使って、市場化テストの中で国民年金の徴収を効率的にやったとき

に、浮いたもの（人）がそのままカットされたのでは……。なぜなら、この強制徴収の部分はでき

ませんものね。そこの部分が残っていないとしようがないなと思ったんでお聞きしました。 

○高橋専門委員 私は今年度から専門委員になったもので事情がよくわかっていないんですが、今、

入札の決定時期を 10月にせざるを得ないというお話をいただきました。今までの議論の中で入札の

実施時期で実際の事業の開始時期について２～３か月、要するに引継ぎ準備の期間で延ばしてくれ

という話をお願いしていたと聞いているんですが、その辺の御対応というのは結局どういうふうに

されたんですか。 

○社会保険庁（那須室長） 先日もこちらで御説明させていただいたんですが、先ほど言いました

ように、私どもこの事業をやっていくときに、既に２回市場化モデルで２年やってきているんです

が、やはり事業年度単位でやっていく中の形として進める中では、何としても 10 月実施にしたい。

確かに、そういう中で準備期間とか事業者さんのことは大丈夫かということは大分御指摘をいただ

いたんですが、そこは正直ちょっと事業は違いますけれども、先ほど言っている電話督励業務とい

うのが毎年入札になっているんですね。毎年入札も要は新年度になってすぐ入札して切り替えると

いう中で、２～３か月ということなく、すぐに新規事業者さんが入ってきて、実際にすぐ５月から

切り替わる事業に入って、こなされるんですね。ですから、反対にできない事業者さんは確かにな

かなか参加できないということになるのかもわかりませんけれども、そういった面では私どもとし

てはできる事業者さんに参加してもらわなければいかんということで考えております。 

○高橋専門委員 そうすると、既存の業者が有利になりませんか。つまり、ある意味ではそういう

ノウハウがあるということを前提にして参加しろとなると、新規の人は結局そのためのある種の期

間について算入されないで実績が図られてしまうということになると、業者の固定になりかねない

ところがあると思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○社会保険庁（那須室長） そこは昨年なども地区別で全体を１つの契約ではなくて、入札単位を

幾つかに、今回も 95か所を 35か所分に分けていますので、要は規模を見てここに入りたいという

ようなことで、どこでも手を挙げられるような形にしてありますので、新規だからどうのこうのと

いうことではないと私どもは思っております。現実に、昨年などもやったときはかなりの地区で１

つのところに５か所とか応募が来ているのがありますから、多いところで 10ぐらい入ったところも

ありますし、だから、そこは余りないかなと思っておりますが。 

 本当は、長くもってあげれば一番いいんですけれども、ただ、これだけの事業をやっていますよ

ということであれば、本当に意欲のある事業者さんであればやっていることは新規にやるわけでは

ないんですよね。もうやっていますので、その情報は幾らでもとって、自分たちで準備する期間と

いうのは幾らでもあると思うんです、反対に。ですから、そこはこちらがこの期間を持たなければ

いかんということはないのかなと私たちは思っておりますが。 

○高橋専門委員 ただ、これは多分、実際にやられた業者さんからそういう御意見・御要望みたい

なものはあったのではないかと思います。その辺は業者さんがやりやすいように、２～３か月かど
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うかわかりませんけれども、ある種のソフトランディング期間がいるのではないでしょうか。 

○社会保険庁（那須室長） 確かに、初めて入ったときはもうちょっと準備しておけばよかったな

という意味はあるかなとは思いますけれども。 

○高橋専門委員 その辺はもうちょっと御検討いただければなと思います。 

 もう一点、平成 20年度からの契約期間について２年ということは、ここで御明示いただいている

のですが、そうすると、平成 21年事業開始についてどうなんだというところが疑問になります。契

約期間はどういうふうに御予定されているんでしょうか。 

○社会保険庁（那須室長） まだそこまではわかりませんが、やはり複数年契約でしょうか。 

○高橋専門委員 単年度ではないと。そこはですから、引き継いでもらうとことになるのですね。 

○社会保険庁（那須室長） １年にして全箇所を全部、そこまでいきますと全事務所になってしま

いますので、そうしますと、どちらかというと 312の事務所を３年にして、３年で全部の事務所を

もう一回入札やるのかというのも大変かなと。本当は五月雨式にしてやる方が事務の負担とか何か

不都合が生じたときにもできるかなというのがあるので、例えば１年にしてしまいますと、みんな

そろってしまうので、やはりそこは複数年にしたいんですが、さっきの理論からするとちょっと逆

行するかなということがあるかと思います。今、自分で言っててちょっとおかしいなと思いました

けれども。済みません。 

○高橋専門委員 でも、実施上から考えれば、新法人に引き継ぐ形になっても複数年度でやった方

が多分いいと思いますが、その辺は御検討いただければと思います。 

 あと、業務の拡大という話だと、今の事業者さんのヒアリングなどでも口座振替勧奨みたいなも

のはもっと幅広く、未納者でなくても効果があるんじゃないかという話があるのです。その辺につ

いての拡大の御検討みたいなことはあり得るんでしょうか。 

○社会保険庁（那須室長） 一応、勧奨といいますか、口座振替を獲得した場合に成功報酬とかそ

ういうことではお支払いをするようにしているんですね。 

○高橋専門委員 それは既存の人もそうですか。それはどこかに書いてありますか。 

○社会保険庁（那須室長） いえ、ここにはないですが、実施要項で定めていまして、口座振替を

事業目標としてやるときに、要求水準の定め方とか取れなかったときにペナルティをつけられるの

かというと、ちょっと口座振替の場合はどちらかというともともと優良納付者、毎月払ってくれて

いるんだけれども、現金納付の人が移行するような方が多いので、滞納者からいきなり口座振替と

いうのは難しいですね、正直言いまして。納めない人に幾ら口振が有利ですよと言っても、なかな

か行かないんですね。ですから、どちらかというと口座振替の勧奨というのは毎月納めていただい

ている優良納付者に対して、我々が勧奨状を送って口座振替の特に１年間の全納の時期などに、全

納すると三千幾らもお安くなりますから有利ですよというような勧奨をするものですから、ここを

事業者さんにいわゆる未納者に対する対策とちょっと違うものですから、事業者さんにそこまで出

すのはどうなのかなというところがちょっとあるんですね。 

 ただ、私たちも口座振替というのは非常に安全というか、一番確実な納付方法ですから、事業者

さんには納付督励をするときには口座振替を勧めてくださいねというお願いは確かにしております。
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だから、そういった意味で、そういった者から口座振替を１件とれば幾らお支払いしますという方

法で今は考えているところです。 

○高橋専門委員 わかりました。では、そこは是非いろいろ活用をお願いしたいと思います。 

○新部専門委員 国民年金保険料の収納業務の市場化テストモデルに係る評価で、平成 18年度（実

施期間平成 17年 10月～18年９月）のものですけれども、その中に実施結果を踏まえた見直しとい

うのが出ています。その中に受託事業者の適切な指示・指導及び協力、連携強化という項がありま

す。その中で受託事業者への適切な指示・指導及び協力、連携の強化が必要だと言われているけれ

ども、例えば指示・指導及び協力の部分ですけれども、先ほどの開始時期（平成 19年 10月）と関

係してくるかと思うのですが、契約による入札の開始時期がございますよね。その間に見直しをし

た部分は落札した業者さんが対応できる内容ですか。 

○社会保険庁（那須室長） どちらかといいますと、正直言いまして市場化を最初５か所、次 30か

所拡大してやりましたけれども、私どもも現場も考え方として、自分たちの仕事をやってお手並み

拝見というか、言い方は悪いですけれども、もう任せたんだから、任せた仕事のやり方には要は事

業者さんのやり方には口出しできないんだと。あれやれ、これやれと言うことはできない。それは

事業者さんがやることであって、そういうことはできないんだということがあったものですから、

正直言いまして、現場事務所とお任せした事業者さんとでの打ち合わせとか、そういうものが余り

されていなかったんですね。データを渡すだけ、結果をもらうだけみたいな。では、例えば、事務

所である時期にこういう広報をしまよ、こういうものをお送りしますよ、こういうことが綿密に連

絡もされずにいたものですから、そうすると、事業者さんも事務所が何をやっているかわからない

のに、電話すると、いやいや、この間納付書送ってきたじゃないかとトラブルになったりとかある

ものですから、そういうものはやはりいかんだろうと。 

 それから、今後は正直言ってお互い一緒になってやらないと、納付率の向上にはつながらない。

要は、職員がやっていた分を事業者さんにお願いするだけの話であって、だから、こちらから渡せ

る情報は十分渡してやる。それから、向こうの計画もどんなことをやるのかを十分聞いて、こうい

う分野が足りないぞというのだったら、ちゃんと助言をして、ただ、こうやれ、ああやれは言えな

いんですけれども、そういうことはできるだろうと。 

 それから、事務所が何か開催するというときに一緒になって、例えば事業者さんが集合徴収と言

うんですけれども、呼び出して集合徴収で御案内をしたいと言います。だけれども、事業者さんで

は正直言ってお金を持ってきたときに取れないんですね。受託して預かるということはできますけ

れども、その場で現金収納はできないですから、そういうことをやるのだったら、例えば社会保険

事務所の職員がその場に一緒に参加しましょうと。そうすれば、そこで来た人を間違いなく、言い

方は悪いですけれども、払ってくれる人をちゃんととることができますので、そういう協力を今後

はきちんとしようということを私どもの中で伝えてやっていくということがメーンでございます。 

○新部専門委員 私も現場の人間なものですので、もう一点お聞きしていいですか。民間にお願い

し、電話による督促とかやりますよね。それでも未納になっている部分はありますよね。どの時点

で戻ってくるんですか。期間も一括の契約でしょうから戻らないんですか。 
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○社会保険庁（那須室長） 毎月毎月やった結果として戻ってくるんですね。また次に行こうと。

今まではそのデータのやりとり的には月１回のデータなものですから、そうすると、事業者さんた

ちはデータの中身がもう収まった人も入ってきたりしてしまうんですね、期間が経つと。そういう

ことがあったので、今後はそこを週ごとで渡すように変更もしていきます。結果はもらうと。 

○新部専門委員 業者さんからのデータが戻らないと前に進まなくなってしまいますよね。そうす

ると、その事務所全体の収納率というのが芳しくなくなっちゃいますよね。 

○社会保険庁（那須室長） ただ、正直言いまして、事業者さんでは 100人掛けたうちどれくらい

の人が納付約束しましたよとか、この人は強烈な拒否者で全然だめでしたとかもらうわけですね。

納付約束者は守られたかどうかは事務所で確認し、拒否だとか全然だめだなと、それから、例えば

今は失業中でお金がないんだと、そうすると免除に該当するような情報になりますから、そういう

ものは情報をもらえば今度は事務所がその人たちに当たるという役割分担になりますね。 

○新部専門委員 それは評価の対象になってくるんですか。 

○社会保険庁（那須室長） 報告をもらうのは特に評価が何かあるというわけではないんですが、

あくまでも未納者に出したことに対してどれだけ取っていただけたかということを評価するしかな

いと思います。 

○森主査 取っていただいたということは、金額で取ったという意味ですか。 

○社会保険庁（那須室長） そういうことになります。 

○森主査 それが今、新部専門委員がおっしゃったように、例えば次の段階のステップになったと、

それが評価というように。 

○社会保険庁（那須室長） 納付約束をしたからいいよというのではなかなか。実際納付約束はそ

のときだけ相手も「わかった、わかった」というのが納付約束なのか、本当にいついつ払うよとい

うのが約束なのか、この辺はわからないものですから、やはり確実に収納になった分野で見る以外

にないのかなというところがございます。 

○森主査 先ほどのやりとりの中で、結構事業者との間のいろいろな連絡調整を含めてということ

で、そうすると、先ほど高橋専門委員がおっしゃったように、いわゆる市場化テストをやるときの

先ほどの２～３か月の 10月ではなくて、少しでもそれがあることによって最終的な目標は収納率を

上げることですね。その辺の考え方というのは、先ほどのやりとりの中で、御本心は少しでも時間

があった方がいいのではないかということかと思ったんですけれども。 

○社会保険庁（那須室長） そこは否定はしません。ただ、事業として年度で手掛けるときに、や

はり直近までの結果を踏まえて、動きを見てお出ししたいなというのもありますし、事務所全体の

中の行動計画といいますか、そういう対策も下期がちょうど 10月から一緒に足並みがそろうという

ところがあるものですから、ここはなかなか難しいところがありまして、済みません。 

○森主査 お宅の方の事務の都合の 10月、下期という考え方ではなくて、この市場化テストそのも

のは何でそういうことをやらなければいけないかという考え方の原点は何だろうかと。その中でど

うでしょうかという。 

○社会保険庁（矢口室長補佐） 補足しますと、10月実施というところでこちらとしては直近まで
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の実績を取り込んでそれを要求水準に反映して、年度の中の直近でいけば 10月からでお願いしたい

ということなんですが、準備期間を２～３か月なりある程度十分な期間をとるとすれば、事業実績

の反映を直近までとらずに１年前の状態までのものを反映させて、それで我々の作業スケジュール

を早めて、業者さんにとって準備期間としてある程度の期間が確保できるというやり方はあるのか

なとは思っております。 

 だから、我々の意図するところの直近の実績をできるだけとって何とか 10 月でというところと、

あと業者さん側から見れば、多少中身は古くても準備期間をちゃんともらえた方がいいというとこ

ろの歩み寄りなのかなと思うんですけれども。 

○小山専門委員 要するに、もうちょっと後ろへずらせないかということを言っているわけですよ

ね。ですから、今のお話だと、データがとれるとかとれないじゃなくて、平成 18年度のデータがと

れたところで 10月じゃなくてもうちょっと後ろにして、入札業者が考える時間的な余裕を持たせら

れないかというふうにお尋ねしているので、用意ドンで事務所の職員と業者と競争して 10月１日か

らスタートしなければいけないというのではなくて、もうちょっと遅くできないかという話なので、

どうかなというところですが。 

○森主査 長時間大変御苦労さまでございました。いろいろとヒアリングさせていただきました。

ありがとうございました。 

○小山専門委員 収まる見込みのないものはどれくらいで返ってくるんですか。要するに、最初か

ら全然だめというものは別にして、何回か催告してだめというものは。 

○社会保険庁（那須室長） それは繰り返し何回かやってもらった上でということになりますけれ

ども。 

○小山専門委員 個別に返ってくるんですか。 

○社会保険庁（那須室長） まとめて月が終わっての状態。ただ、何かあったらすぐ来るものはあ

りますね。 

○小山専門委員 何か月ぐらいですか。 

○社会保険庁（那須室長） 基本的には３回ぐらいやってますかね。 

○社会保険庁（中澤係長） 業者さんとしても、やはり未納期間が短い方をまず集中的に先にやり

まして、それで納めた方は徐々に除いていって、ワンサイクル終わったらまた納めていない人にも

う一回サイクルを掛けていくというやり方が一般的でございまして。 

○小山専門委員 私が心配しているのは、時効の心配をしているので、早く返ってこないとその辺

の問題もあるので。 

○森主査 時間が来ましたので。どうも御苦労様でした。 

○社会保険庁（那須室長） お騒がせしておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

（社会保険庁 退室） 

（国土交通省 入室） 

○森主査 引き続きまして、国土交通省住宅局住宅総合整備課から公営住宅の滞納家賃の徴収業務

等について伺いたいと思います。国土交通省住宅局住宅総合整備課、合田課長さん、よろしくお願
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いいたします。 

 なお、大変申し訳ございませんが、御説明等につきましては 10分ということでよろしくお願いい

たします。 

○国土交通省（合田課長） 合田でございます。よろしくお願いいたします。 

 公営住宅の資料がございますが、滞納家賃の徴収業務についてということで簡単に御説明申し上

げます。 

 １番目に制度の現状ということで書いてございますが、公営住宅の滞納家賃の徴収業務といいま

すのは、釈迦に説法でございますけれども、公営住宅の家賃は地方自治法上の公金、いわゆる使用

料という形で整理されておりますので、特に地方自治法の関係で地方公共団体が行うこととされて

いる公権力の行使を民間事業者に委託できないこととなっております。 

 また、②としまして、こういった法律事項については弁護士法の中で非弁護士が取り扱うことが

できないと規定されております。例えば、法律事件の代理等の業務でございますけれども、こういっ

たものも弁護士以外の者に民間委託できないということがございまして、現在はこういった法律行

為を除きました、いわゆる事実行為としていろいろな業務を民間委託するということができており

ます。ですから、家賃の徴収なり、督促の主体となることはできませんけれども、それに付随する

ようなもろもろの事実行為をやっていただくということができるようになっております。書いてお

りますような督促状の関係、納付についての呼び掛け業務、差押えに関連する補助業務といったよ

うなもの、これ以外にもありますけれども、こういったものが民間委託できるとなっております。 

 ２としまして、滞納家賃の対策についてどうなっているかということでございます。この家賃の

徴収というのは、やはり私どもの中でも公営住宅の業務の健全な継続の上で極めて重要だと考えて

おります。一方で、公営住宅といいますのは、住宅に困窮する低額所得者に対し、いわゆる福祉政

策の一環として供給している分野でございまして、例えば、法律の中でも一定の病気等で支払えな

いという特別の事情がある場合には、家賃を減免するとか、支払いを猶予するといった制度もござ

いまして、具体的にやむを得ず家賃が支払えない状況にあった場合には、これも私どもの方でいろ

いろな通知をしていますけれども、福祉部局と連携をした上で措置を講じてくださいとなっており

ます。 

 福祉部局との連携といいますのは、勿論住宅がそういった方々の生活の基盤になりますので、生

活保護みたいなことができないのかといった御相談をしたり、福祉部局がいろいろ情報を持ってい

ることがありますので、連携しながら、具体的にはこの方はこういう措置をしていくということを

決めていくということをしておりまして、その場合には、やはり入居者の支払い能力も勘案して負

担軽減を行うとなっております。 

 このために、これまでも家賃の滞納につきましては、入居者の収入等の状況、入居者の事情等を

十分把握して、家賃支払督促等の所要の措置が講じられるように、事業主体に対して通知や説明を

行ってきているところでございます。これは家賃ですから、滞納を始めてそれに対して毎月手紙を

出すとか、一定以上になったときには面談をする、最後には明渡請求なり損害賠償請求していくこ

ととなっていますが、一方で、その中で先ほど申し上げましたような福祉的な面がありますので、
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その点を十分勘案しながらやるようにといったような通知も出しております。 

 現在の公営住宅における家賃の滞納状況でございますけれども、平成 17年度の調査では家賃の徴

収率が 96.2％となっております。平成 16 年度が 95.7％ということで多少上がっておりますが、こ

のぐらいの率になっております。 

 滞納額につきましても、過年度を含めまして 636億円のうち、現年度分が 186億円という額になっ

ているという状況でございます。 

 ２つ目には、現段階でいわゆる民間委託をどうしているかという状況でございます。これにつき

ましては、事業主体の判断によりまして地方自治法の指定管理者制度、または地方自治法施行令第

158 条に基づく事務委託等によって、地方住宅供給公社、民間会社に対して家賃の徴収に関する事

務を委託しているところでございます。実はこれはデータがなくて、今年の４月段階でデータをと

りました。そうしますと、都道府県と政令市 64事業主体のうち 50事業主体、率にしますと 78％が

民間委託をしているということでございます。 

 その中で、例えば兵庫県では平成 17年度から特に公営住宅の退去者、つまり入っている方ではな

くて出て行った方について、滞納家賃の徴収事務を、いわゆるサービサー会社、民間債権回収会社

に委託しております。これは公営住宅に入居している方であれば、その場所に行けば公共団体で徴

収できるわけですけれども、出てしまいますとどこに行ってしまうのかというのがなかなか県では

把握できないということで、民間のサービサー会社ですといろいろなノウハウを持っていまして、

例えば、違う借金の取り立てをするとかいろいろなことがありますので、そういうところを使って

場所の突きとめを含めて委託しているということでございます。 

 そういう状況がございますので、今後とも事業者に対して滞納家賃について我々も非常に大事な

話でございますので、民間委託を含めて適切な手段を講じたいと考えておりますが、特にこういっ

た兵庫県の事例や他の事例をいろいろな研修とか会議の場もありますので、そういったところで各

公共団体に紹介して、一つの選択肢として適切に講じられるようにしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森主査 ありがとうございました。 

 それでは、各委員の方から御質問等していただければと思います。 

○高橋専門委員 最後の点ですけれども、研修の場とかいろいろなところで周知徹底されるという

ことは非常にいいことだと思うんですが、例えば、パンフレットなり通知なりでその辺をもっと系

統的に徹底されるというような予定はおありにならないでしょうか。 

○国土交通省（合田課長） 今のところはありません。といいますのは、どこまで委託するかとい

うよりか、やっている事例を紹介するということが大事かなと。さっき申しましたように、いろい

ろな公共団体でやり方が違うんですね。例えば、あるところは公社を使うところもあるし、あると

ころは民間に公募して指定管理者を使うということもありますから、そういった例をある程度我々

の方で調査をして、それをいわば整理してお出しするというようなことはやりたいと思っています。

ですから、通知に意味があるかどうかというのは、私どもは効果がどの程度あるのかという感じが

していますので、事例を紹介することの方が意味があるのではないかと思っています。 
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○高橋専門委員 パンフレットみたいなものをつくって徹底されるというようなことは十分考えて

おられるということですね。 

○国土交通省（合田課長） そうですね、情報として得たものについて、公共団体の了解を得て、

事例集をつくっていろいろな説明会や会議などで説明するということはしたいと思います。 

○高橋専門委員 わかりました。どうもありがとうございます。 

○小山専門委員 民間委託、兵庫県の例はサービサーだということですが、それ以外の民間委託と

いうのはどんなところにされているんですか。 

○国土交通省（合田課長） 例えば、宅建業者のようなところですね。いわゆる宅建業の協会が主

要メンバーでやっているという例も２～３ございます。 

 それから、民間ですと社団法人みたいなところが、たしか神奈川県だと思いますが、そういった

ところがやっているケースがございます。宅建などはそういうことをやりたいということをよく

おっしゃっております。 

○新部専門委員 今の話は、家賃の徴収の話ですよね。宅建が委託を受けたいというのは。 

○国土交通省（合田課長） 実際に法律行為としてはできませんが、例えば、家賃を督促するよう

な書面を書いて送ってもらうとか、電話してもらうといったようなことは可能ですし、やっていた

だいているところはあります。 

○新部専門委員 私は都の人間なんですけれども、実は東京都には都営住宅がありまして、住宅供

給公社の方で徴収の実際業務をやっています。取れなくなったものは、いわゆる民事債権というこ

とで、公の施設ながらも５年で時効、それと同時に時効の援用がない限り債権が消滅しないという

ようなことでずっと残っていく。そういう形で会計処理、債権管理といろいろ制約がある。そうい

う中で私どもは、主税局というところなんで、税金の方ですが、兼務職員がいまして、実際に住宅

未納債権の徴収という部分もかかわっているんです。 

 そんなところからお話をすると、おっしゃるとおり低家賃の住宅を、私はこういう言い方は余り

したくないけれども、低所得者層に提供するという理念といいますか、そういう中の住宅政策です

けれども、ところが、そこに住んでいる方が逆に、全部が全部じゃないんですが、未納者の一部だ

と思いますが、非常にある意味確信犯的な、悪質なといいますか、そういう未納者が結構いるんで

すね。未納のまま退去してしまいます。退去未納者については早い段階で取り組まないと転々とし

まして、今どこにいらっしゃるのかすらもわからない状況に入ってくるんですね。そういう中で、

全体の住宅未納債権が全国で過年度分を含めて 636億円という、ある意味膨大になっているところ

ですね。 

 真面目に支払われる、同じような状況でも、そういう方もいるわけですから、やはり公正・公平

といいますか、こういう徴収業務をしていかなくてはいけない。そのためにいわゆる行政がどうい

う手だてをしていくべきなのかというものを、私どもも考えていて、住宅債権だけに限らず関係す

るいろいろなところにお話ししているわけです。そういう中で民間活用という部分なんですが、あ

る程度国土交通省さん辺りが、総務省さんとも関係があるのかもわかりませんが、何か一本筋立っ

たものを立てられたらどうかなと思うんですけれども、そういう中で直接市場化テストではないに
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しても、民間活力というものを一本打ち出すというのも一つの方法かなと思うんです。その延長の

中に市場化テストがあるのかもわかりませんが、その辺はどうでしょうか。 

○国土交通省（合田課長） まさに先ほど説明した兵庫県の例がそうなんです。住宅部局では団地

に行けばいろいろできますけれども、出て行ってしまうとおっしゃるようにどこに行ったかわから

ないというので、兵庫県ではまさに退去者を対象にして、公募のうえ選定した債権回収会社に委託

しています。費用対効果などは別ですけれども、一応成果は上がってきていると聞いています。 

 例えば、住宅部局だけではなくて税金部局と一緒にやるとか、こういった民間の情報ネットワー

クを持っている方がやるとか、そういうことを広げていくとどんどん変わっていくのかなという感

じがします。ですから今やっている体制だけではなくて、おっしゃるようにそういう民間の方をう

まく使うということをやっていかなければいけないし、多分それは試みた公共団体もそういう意識

が強いと思うので、いろいろな方法がありますが、実際に兵庫県などがやっていますので、他の地

域でもできないことではありませんから、いろいろな機会にお知らせしていけるのかなという感じ

はしています。 

○新部専門委員 昨年、ある地方都市の方とある場所で会う機会がございまして、そういう未収金

の回収についてどうやったらいいだろうかという研修会がありました。そのときにいわゆる未納で

居座っている方、それも悪質だと判断されたと思う方に退去を求めるという、いわゆる建物の明け

渡し請求を起こされるその算段を考えられて、実行していくということです。そのときに当然のこ

とながら地方自治法の第 96 条という議会の縛りがあって、専決でない限りにおいては、議会に報

告・承認という形になって、スピード感で地方団体（職員）の方が非常に難儀するところもあるん

ですけれども、いずれにしても悪質といいますか、確信犯的なものについては退去を求めることも

含めて考えていかなければいけないのかなと。 

○国土交通省（合田課長） 公営住宅法では、３か月以上家賃滞納する、その他いろいろ迷惑行為

とかありますけれども、そういうことをすれば退去命令ができます。現に、平成 17年度でも都道府

県と政令市で家賃滞納を理由に明渡請求した事例が 9,300 ぐらいありますし、まさに住宅において

は家賃を払わない場合には、いわゆる契約上の債務不履行ですから、明渡請求はできることになり、

随分やってはいます。税金とは違って、やはり公営住宅は家賃ですから、かわいそうな人は減免措

置をとりますけれども、おっしゃるようなひどい人には現在どんどん明渡請求しておりますし、そ

れから、割と過去に比べてその辺は公共団体の中で厳しく取り扱っていますから、明渡請求の事例

数としては増えてきていると思います。 

○新部専門委員 なぜこんなこと言ったかというと、すみ分けだと思うんですよね。つまり、そう

いう法的な部分をやるのは公務員でなくてはできないわけですよね。その分は公務員が担って、外

に出す（委託）ことによって浮く部分、法的な措置を公務員が行うというふうに切り分けるという

か、そういう中で民間活力を使っていければいいなと考えるんです。ただし、いろいろ法律の制限

がありますから、その部分をクリアしながらなんでしょうけれども。 

○国土交通省（合田課長） 公共団体の場合は個々の判断で導入しないところがあります。都道府

県と政令市で委託を実施しているのが 50ありますけれども、残りの 14が導入していないんですが、
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理由を聞きますと２つあって、１つは、毎年所得を把握するので個人情報保護のことを気にしてい

る。公社だと公共団体に準ずるものだからまだましという感じなんですけれども、民間に委託する

とそういった毎年申告される収入等に関する個人情報の取扱いがどうなるのかという懸念が１つ。 

 ２つ目は、委託費に対して効果は出るのかという、費用対効果みたいなもの。つまり、委託で民

間が実施した部分だけ徴収が上がるという効果が出るのかどうか、この辺はすぐに判断できないよ

うになっています。それは特に住宅部局の立場では、市町村などにやれと言うことはできますけれ

ども、住宅部局から見ると財政部局に委託費を要求した場合、どれくらい徴収効果が上がるんです

かと言われてしまうところがあって、これは住宅局部局に聞いた話ですが、それが一つの導入しな

い原因になっているので、だから、それは公共団体の状況によって変わってくるし、市長さんなり

首長さんのやり方で随分変わるのかなという感じもしますね。 

○森主査 先ほど課長さんが言われましたように、公営住宅というのは福祉的な要素がある。とい

うことは、悪い言葉で言えば、滞納して居座ってしまうということは、逆に言うと本来入りたい人

が排除されてしまう。そういうことというのは公営住宅の管理からいくと、なかなか相容れない。

そうすると、そういうことに対して今、新部専門委員もおっしゃいましたけれども、やはりどうし

ても公権力を行使しなければいかん部分と、そうではない一般的なごく普通の公営住宅の家賃とか

あるいはいろいろなことというのは、何か切り分けをすることによって、ある面では本来どうして

も入らなければいかん人を救うというか、そういうような趣旨に持っていかなければ、なかなか大

変だなと思います。 

○国土交通省（合田課長） さっきは逆を言いましたけれども、逆に 50団体が委託を導入している

ということで、マニュアル的な業務は民間など行政の外に出して、公務員の方は実際に厳しい、はっ

きりした行政的なことをやるというようになってくると思います。 

○森主査 それこそ、例えば都道府県とか政令市には住宅供給公社とかそういういわゆる公的なと

ころが、例えば指定管理のこと、あるいは今の徴収のことを含めていろいろなことができる規定か

どうか知りませんけれども、そういうふうになっていますね。私どもも同じように思っているわけ

ですね。逆に言うと、では、私どもがそういうことを考えようと思うと、私人の委託ということで、

先ほどいみじくもおっしゃいましたけれども、例えば、地元のいわゆる不動産の組合というような

ところに入居のあっせんも含めて、いろいろなものをワンセットでということはできるんですか。 

○国土交通省（合田課長） 可能です。確かに、この問題は小さい事業主体ほど大変です。大きい

事業主体は公社があって、公社もノウハウがありますし連携しやすいのですが、小さい事業主体を

どうするかというところですね。例えば、地域が県庁所在地に近ければ公社にお願いすることも当

然あると思いますし、もう少し離れたところであれば、１つの事業者がやるのか複数でやるのかわ

かりませんけれどもいくつかの事業者が一緒にやるとか、多分こういう業務はたくさんこなすから

民間ができるので、余り小さな事業者が少ない件数で実施しても多分非常に効果が小さくて、役人

がやればいいという話になってしまうので、少しこれから考えなければいけないところだと思いま

す。 

○森主査 先ほどおっしゃいましたように、担当の職員からいくと、例えばこの費用はこれだけ掛



 - 29 - 

かると、だけれども、上がりはこれだけしかないと。そうすると、やはりボリュームが大きければ

いろいろなやり方ができると思うんですけれども、なかなかそれができない。そうすると、結局月

日だけ経っていくというような、今そういうジレンマに実際になっているものですからね。 

○国土交通省（合田課長） 今おっしゃった話は研究したいと思います。 

○高橋専門委員 弁護士法の特例を設けるみたいな話があると思うんですが、この辺についての見

解はどうですか。 

○国土交通省（合田課長） それは他の法律のスキームがいろいろ変われば活用できる要素はある

のではないかと思います。例えば、弁護士法第 72条では、基本的にはいろいろな法律事件について

の取扱いは弁護士さんしかできなくなっています。サービサー法などで一部抜きましたけれども。

我々ではどうしようもない世界ではあるのですけれども、そういうサービサー法みたいな特例がど

んどん広がっていけば活用する要素が増えてくるのではないかと思います。 

○高橋専門委員 公営住宅法で特例を設けるみたいなことを考えるというのは。 

○国土交通省（合田課長） 公営住宅法で特例を設けるというのは、多分ないのかなと思います。 

○高橋専門委員 そうですか。それはどの辺で難しいですか。 

○国土交通省（合田課長） 難しいというか、基本的に実際に裁判になった段階では弁護士さんを

使いますので、わざわざ公営住宅法で設ける必要性があるかどうかというのは私たちとしては疑問

があります。 

○高橋専門委員 わかりました。 

○森主査 先ほど新部専門委員がおっしゃいましたけれども、例えば、私どももそうですが、住宅

の使用料の問題というのは、債権の営業の問題を含めていろいろある面で私ども条例で決めなけれ

ばいけない、どこかで打ち切らなければいけないとかいろいろな問題が出てくるというのは、大変

悩ましい問題がある面で不良債権でどっと後ろへいつまで経っても残っていくという現場としての

いろいろな問題を抱えているという中で、特に住宅の家賃も結構ばかにならない金額になってくる

というものが、ますます公会計の健全化の問題の中で一つ大きな課題になってきているということ

もまた是非御理解いただきたいと思います。 

 どうも御苦労様でした。ありがとうございました。 

（国土交通省 退室） 

○森主査 それでは、本日の徴収分科会はこれで終了させていただきます。 

 なお、引き続き委員懇談会を開催させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

（分科会終了） 


